
 

京 都 市 消 防 局 訓 令 乙 第 ６ 号   

      各 部   

消 防 学 校   

各 消 防 署   

 京都市消防団員服制規程の一部を次のように改正する。 

平成２４年３月３０日 

京都市消防局長 長 谷 川 純   

 別表第１夏服の項中 

「 

 

 

 

削り，同表雨衣の項中「第９図１（１）」を「第９図１（１）ア」に，「第９図１（２）」を

「第９図１（１）イ」に，「第９図２」を「第９図１（２）」に， 

「 

 

 

                                        

 

 

 
                                      」 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

」 

を 

を 



 

「 

 

 

 

 

                                       に 

 

 

 

 

                                      」 

改め，同表付属品の項中 

「 

                                       
「 

 

 

 

改め，同表第５図２を次のように改める。 

２ ズボン制式 
（男性用）  

       左側面            右側面 

                 

 

 

 

 

 

 

 

」
を

」

に



 

 （女性用） 

        左側面             右側面 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１第５図３を削り，同表第６図５を次のように改める。 

５ エンブレム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団名を明示する文字 



 

 別表第１第９図を次のように改める。 

第９図 雨衣 

１ 男性用 

（１）上衣 

   ア 制式       

前 面              後 面 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 イ 胸章 

    

（２）ズボン制式 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 女性用 

（１）上衣制式 

        前 面             後 面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ズボン制式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１第１４図を次のように改める。 

第１４図 付属品 

１ 所属名札 

   団長及び副団長を除く団員          団長及び副団長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防火運動章 

  （１）紙票 

 

 

 

 

 

 

 

備考 「防火運動実施中」の文字は，白色とする。 

 

 

 

 

 

 

 

防 火 運 動 実 施 中防火運動実施中
赤色 

白色 

赤色 

白色 

赤色 

10 

10 

5 

5 

25 

91 

55 

消防団名を明示する文字 消防団名を明示する文字

分団名を明示する文字



 

  （２）紙票入れ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の京都市消防団員服制規程の規定による雨衣（女性用に限る。）

は，当分の間，これを使用することができる。 

（消防局総務部庶務課） 


